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申
告
書
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

忘
れ
ず
に
ご
提
出
を
！

合
が
あ
り
ま
す

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
還
付 

申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　

給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
等
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
、
ま
た
、

年
の
中
途
で
退
職
し
た
た
め
年
末

調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
方
等
は
、
源
泉
徴
収
税
額
の

還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】
振
り
込
み
は
、
申
告

者
（
本
人
）
名
義
の
口
座
に
限
り

ま
す
。
還
付
金
の
振
込
先
は
確
実

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

納
税
は
便
利
な 

口

座

振

替

で

　

申
告
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
納
税
に
は
、
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
な
い

家
事
使
用
人
、
在
日
外
国
公
館
に

勤
務
す
る
方
、
国
外
で
支
払
い
を

受
け
る
給
与
等
の
あ
る
方
等

　
（
３
）公
的
年
金
等
か
ら
源
泉
徴

収
税
額
を
引
か
れ
て
い
る
方
、
年

金
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
は
、
確
定
申
告
が
必
要
な
場

申
告
書
は
自
分
で
書
い 

て
早
め
に
提
出
を

　

所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

　

日
（
月
）
～
３
月　

日
（
月
）

１６

１６

で
す
。

　

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
３

月　

日
（
火
）
ま
で
で
す
。

３１所
得
税
の
確
定
申
告
が 

必

要

な

方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計

２０

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

税
額
が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調

整
に
か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方
②
給
与
を
２
カ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
方
で
、
従
た

る
給
与
等
の
金
額
と
給
与
以
外
の

所
得
と
の
合
計
額
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
③
給
与
以
外
の
所
得
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方
④
同
族
会
社
の

役
員
等
で
、
そ
の
法
人
か
ら
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
の
賃
貸
料
等

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
⑤
所

す
る
と
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口

座
（
郵
便
貯
金

も
利
用
可
）
か

ら
振
り
替
え
で

納
税
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、

手
間
が
か
か
ら
ず
、
ま
た
、
う
っ

か
り
納
期
限
を
忘
れ
る
こ
と
も
な

く
な
り
大
変
便
利
で
す
。
新
た
に

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

預
貯
金
先
の
金
融
機
関
等
ま
た
は

税
務
署
に
、「
預
貯
金
口
座
振
替
依

頼
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
確
定
申
告
分
の
口
座
振
替
日

２０は
、
所
得
税
が
４
月　

日
（
水
）、

２２

個
人
事
業
者
の
消
費
税
と
地
方
消

費
税
が
４
月　

日
（
月
）
で
す
。

２７

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
②
給

与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
③　

年
中
に
退
職
し
、　

年

２０

２１

１
月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い

方
④
給
与
の

ほ
か
に
地
代
、

家
賃
、
原
稿

料
、
年
金
、

配
当
等
の
所

得
が
あ
っ
た

方
（
所
得
税
で
は
、
給
与
所
得
者

で
給
与
以
外
の
所
得
が　

万
円
以

２０

下
の
方
に
つ
い
て
は
確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市

民
税
・
都
民
税
で
は
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２１

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）「
申
告
が
必
要
な
方
」
の

（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
す
る
方

で
あ
っ
て
も
、
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）
給
与
所
得
者
の
妻
等
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２０

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２１

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
も
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支

前
年
中
に
収
入
の
な 

か
っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
･

２０

失
業
・
学
生
等
の
理
由
で
収
入
の

な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面
の

「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に
そ

の
旨
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど

の
資
料
と
な
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
地
震
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▼
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
・
介
護
保
険
料
、国
民
年
金
で
、

前
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
▼

認
め
印

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

上
場
株
式
の
売
買
を
さ
れ
た
方

で
、
特
定
口
座
を
指
定
し
住
民
税

を
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
た
方
は
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り　
２１

年
度
住
民
税
の
課
税
を
す
る
際
に

特
別
徴
収
さ
れ
た
住
民
税
を
減
額

す
る
こ
と

が
で
き
る

よ
う
に
な

っ
て
い
ま

す
が
、
申

告
を
す
る

こ
と
に
よ

り
所
得
が
増
え
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。
所
得
は
国
民
健
康
保
険
税

等
の
算
定
基
礎
に
も
な
り
ま
す
の

で
、
税
額
が
増
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
上
場
株
式
の
所
得
に
つ
い

て
は
分
離
課
税
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
申
告
不
要
と
い
う
措
置
も
取

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
十
分
確
認
の
上
、
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

　東村山税務署は、土曜・日曜日、祝
日はお休みです。ただし、２月２２日と
３月１日のいずれも日曜日に限り、午
前９時～正午、午後１時～５時に、同
税務署で確定申告書作成のアドバイス
と申告書の受け付けを行います。この
２日間は混雑が予想されます。あらか
じめご了承ください。
　また、当日は電話での相談、国税の
領収、納税証明の発行は行っていませ
ん。

m

o

n

p

qqqqqqqqq

qqqqqqqqq

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

　市役所でお受けできる確定申告書は、市役
所・各会場とも次のものに限らせていただき
ます。
　①提出のみの方＝内容が記入されていて、
お預かりするだけのもの
　②簡易な申告の方＝給与や公的年金のみの
収入の方▼前記に該当し、医療費控除や寄附
金控除のある方
　なお、簡易な申告の方で、市役所に来庁さ
れる場合には、あらかじめ確定申告書の住所、
氏名、扶養控除、所得金額欄など分かる項目
は記載し、筆記具・計算機をご持参ください。
　市役所では、確定申告書（簡易なもの）の
記載方法などについて疑問等がある方に書き
方のアドバイスを行いますが、確定申告書は
ご自身で作成していただきます。
　【ご注意】市民税・都民税の申告では、所得
税の還付は受けられません。還付の申告をさ
れる方は東村山税務署へ申告をしてください
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 寄附金制度が新しくなりました 
　これまで税率をかける前の所得から控除をする所得控除だった寄附金が、
税率をかけた後の税額から直接控除する寄附金税額控除として改正されま
した。対象となる寄附をされた方は、確定申告や市への申告により税金が
控除されます（領収書が必ず必要となります）。２０年１月１日以降に都道府
県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の個人住
民税から控除されます。　
　（１）寄附金税額控除の対象となる寄附金
　①都道府県または市区町村に対する寄附（ふるさと納税）
　※国や政党等への寄附は対象とはなりません。
　②住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部に対する寄附金
で総務大臣の承認等を受けたもの
　③その他、東久留米市が条例等により指定する団体への寄附金（市民税
のみ控除となります）
　（２）寄附金税額控除の控除額の上限は総所得金額等の３０％であり、適用
下限額は５,０００円になります。
　（３）寄附金税額控除の控除額
　①都道府県または市区町村に対する寄附金（ふるさと納税）
　ア＝（都道府県・市区町村に対する寄附金−５,０００円）×１０％
　イ＝（都道府県・市区町村に対する寄附金−５,０００円）×（９０％−所得税
の限界税率〈下表を参照〉）
　ア＋イの合計額を税額控除（市民税３／５、都民税２／５）
　イについては個人住民税所得割のおおむね１割を上限としています。
　②住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部に対する寄附金
（市民税、都民税両方の金額が控除となります）
　市民税＝（寄附金−５,０００円）×６％、都民税＝（寄附金−５,０００円）×４％
　③その他、東久留米市が条例等により指定する団体への寄附金（市民税
のみの控除となります）
　市民税＝（寄附金−５,０００円）×６％
　※①～③の寄附金の分類のうち２種類以上の寄附金がある方は、課税課
（内線２３３３～２３３７）へ問い合わせてください。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
、
忘
れ
ず
に
提

出
し
ま
し
ょ
う
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
、
２
月　

日
（
月
）
～
３
月　

日
（
月
）、
所
得
税
の
確

１６

１６

定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
各
会
場
と
も
車

で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で「
控
え
」が
必
要
な
方
は
、

ボ
ー
ル
ペ
ン
や
万
年
筆
で
記
載
の
上
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※所得税の課税される所得金額とは、総所得金額から社会保険
料控除などの所得控除を差し引いたものです。

所得税の限界税率
限界税率所得税の課税される所得金額
５% １,０００円 ～ １,９４９,０００円
１０% １,９５０,０００円 ～ ３,２９９,０００円
２０% ３,３００,０００円 ～ ６,９４９,０００円
２３% ６,９５０,０００円 ～ ８,９９９,０００円
３３% ９,０００,０００円 ～ １７,９９９,０００円
４０% １８,０００,０００円 ～

所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９
儿
８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　
２０

２２

緯
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

申
告
と
相
談
は
市
役
所
課
税
課
市
民
税
係
へ

詳
し
く
は
同
係
（
内
線
2
3
3
3
〜
2
3
3
7
、
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
は
お
休
み
で
す
）

２月１６日（月）
　〜３月１６日（月）

※受付時間は混雑の状況により早く締め切る場合があります。
※所得金額が高額な方、相談内容が複雑な方、譲渡・相続・贈与
の申告の方は、税務署または有料で税理士にご相談ください。

税理士会による確定申告の無料相談会場
（小規模納税者）

受付時間日程会場

午前９時半～１１時半
午後１時半～３時半

２月１６日（月）
～２月１９日（木）

市役所７階
７０１会議室

市民税・都民税の申告会場

受付時間日程会場

午前８時半～１１時
午後１時～５時　

２月２０日（金）
～３月１６日（月）

市役所２階
２０４・２０５会議室

申告を行う際申告を行う際のの
お願お願いい

ご注意ください


